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議案第７号 

 

平成28年度日高市一般会計予算 

 

平成28年度日高市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,030,000千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第３表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 
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(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

平成28年３月３日提出 

日高市長 谷ケ﨑 照 雄 



第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

1 市税 8,018,140

1 市民税 3,439,616

2 固定資産税 3,751,163

3 軽自動車税 123,355

4 市たばこ税 373,036

5 都市計画税 330,970

2 地方譲与税 154,001

1 地方揮発油譲与税 44,000

2 自動車重量譲与税 110,000

3 地方道路譲与税 1

3 利子割交付金 8,000

1 利子割交付金 8,000

4 配当割交付金 50,000

1 配当割交付金 50,000

5 株式等譲渡所得割交付金 90,000

1 株式等譲渡所得割交付金 90,000

6 地方消費税交付金 916,000

1 地方消費税交付金 916,000
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（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

7 ゴルフ場利用税交付金 80,000

1 ゴルフ場利用税交付金 80,000

8 自動車取得税交付金 40,001

1 自動車取得税交付金 40,001

9 地方特例交付金 38,000

1 地方特例交付金 38,000

10 地方交付税 1,300,000

1 地方交付税 1,300,000

11 交通安全対策特別交付金 7,500

1 交通安全対策特別交付金 7,500

12 分担金及び負担金 305,226

1 負担金 305,226

13 使用料及び手数料 243,514

1 使用料 108,251

2 手数料 135,263

14 国庫支出金 2,403,987

1 国庫負担金 2,091,094

2 国庫補助金 300,109

3 委託金 12,784



（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

15 県支出金 1,029,642

1 県負担金 659,910

2 県補助金 263,647

3 委託金 106,085

16 財産収入 26,349

1 財産運用収入 6,347

2 財産売払収入 20,002

17 寄附金 62,003

1 寄附金 62,003

18 繰入金 874,028

1 特別会計繰入金 3

2 基金繰入金 874,025

19 繰越金 500,000

1 繰越金 500,000

20 諸収入 223,809

1 延滞金、加算金及び過料 10,000

2 市預金利子 125

3 貸付金元利収入 18,093

4 受託事業収入 14,353
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（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

5 雑入 181,238

21 市債 1,659,800

1 市債 1,659,800

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 18,030,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

1 議会費 177,699

1 議会費 177,699

2 総務費 2,494,554

1 総務管理費 1,970,587

2 徴税費 335,945

3 戸籍住民基本台帳費 113,518

4 選挙費 62,131

5 統計調査費 3,045

6 監査委員費 9,328

3 民生費 7,317,101

1 社会福祉費 3,499,031

2 児童福祉費 2,854,097

3 生活保護費 963,667

4 災害救助費 306

4 衛生費 1,598,692

1 保健衛生費 553,967

2 清掃費 1,044,725

5 労働費 604

1 労働諸費 604
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

6 農林水産業費 77,009

1 農業費 74,996

2 林業費 2,013

7 商工費 215,340

1 商工費 215,340

8 土木費 1,876,573

1 土木管理費 221,718

2 道路橋りょう費 1,159,578

3 河川費 27,277

4 都市計画費 460,565

5 住宅費 7,435

9 消防費 866,798

1 消防費 866,798

10 教育費 1,869,444

1 教育総務費 457,950

2 小学校費 164,851

3 中学校費 174,850

4 幼稚園費 109,345

5 社会教育費 619,313



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

6 保健体育費 343,135

11 災害復旧費 1

1 公共土木施設災害復旧費 1

12 公債費 1,182,106

1 公債費 1,182,106

13 諸支出金 314,079

1 公営企業費 314,079

14 予備費 40,000

1 予備費 40,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 18,030,000
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第２表　債務負担行為

千円

小 口 融 資 損 失 補 償 （平成28年度融資分）

入 学 準 備 金 利 子 補 給 （平成28年度融資分）

入 学 準 備 金 損 失 補 償 （平成28年度融資分）

事　　　　　　　項

42,066千円
ただし、消費税等に変更があった場合は、
その都度見直すものとする○○○○○○○
○○○

平成29年度から平成38年度
まで

生涯学習センター維持管理事業（照明ＬＥＤ化委託）

小 口 融 資 利 子 補 給 （平成28年度融資分）

農業経営基盤強化資金利子補給

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給

限　　度　　額

借入年度から返済年度まで

（平成28年度融資分）

平成28年度以降負担すべ
き額が終了する年度まで

（平成28年度融資分） 借入残額の0.37％以内

借入年度から返済年度まで 借入残額の１％以内

金融機関が入学準備金のために融資した資
金のうち、回収されない元本及び利子（遅
延利子を含む）について、市が負担すべき
と決定した額○○○○○○○○○○○○○

借受人が金融機関へ返済すべき利子相当額借入年度から返済年度まで

平成28年度以降負担すべ
き額が終了する年度まで

期　　　　間

代位弁済元金から中小企業信用保険法によ
り受領した保険金を控除した額の50％と埼
玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融
機関に支払う利息額との合計額○○○○○
○ ○ ○ ○

借入額の利子及び保証料の20％以内借入年度から返済年度まで



第３表　地方債

千円 ％

総合福祉センター維持管理事業 60,700

5.0以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）○○○○
○ ○ ○ ○ ○

公的資金についてはその融通条件に
より、銀行その他の場合はその債権
者と協定した融通条件による。ただ
し、市財政の都合により、据置期間
を短縮し、若しくは繰上償還又は低
利に借換えることができる。○○○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生 活 排 水 対 策 事 業 55,000 同上 同上

幹 線 道 路 等 舗 装 補 修 事 業 244,600 同上 同上

幹 線 市 道 整 備 事 業 233,100 同上 同上

橋 り ょ う 整 備 事 業 18,900 同上 同上

公 民 館 維 持 管 理 事 業 59,500 同上 同上

生涯学習センター維持管理事業 216,000 同上 同上

臨 時 財 政 対 策 債 772,000 同上 同上

計 1,659,800
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同上

起　債　の　目　的 限　度　額 起 債 の 方 法 利　　　　率 償　還　の　方　法

普通貸借
又は

証券発行

同上

同上

同上

同上

同上

同上
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